
 

船舶インシデント調査報告書 

令和６年１０月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（舵故障） 

発生日時 令和６年３月３１日 １６時３０分ごろ 

発生場所 高知県四万十
し ま ん と

市西道
にしどう

埼南東方沖 

 西道埼灯台から真方位１４２°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５５.７′ 東経１３３°００.２′） 

インシデントの概要  プレジャーボート美穂
み ほ

丸２号は、航行中、舵の操作ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和６年４月１７日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 美穂丸２号、２.０トン 

２８２－１９６８１高知、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力９５.６kＷ、回転数毎分

５,５００、４気筒、ボア８６.０mm、使用燃料ガソリン、機関製造

年月日不詳、平成１６年１２月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り場に到着後、錨泊しようと風

向きを見ながら舵輪を左右に回していたところ、船外機付近からパ

キッという音が聞こえて舵の操作ができなくなった。 

 船長は、操舵系統を確認したところ、油圧操舵装置のアームと船外

機のステアリングフックの連結ボルト（以下「連結ボルト」とい

う。）が折損していたので、自力での航行を諦めて１１８番通報して

救助を要請した。 

 本船は、海上保安庁の依頼を受けた漁業協同組合の漁船により、四

万十市下田港にえい
．．

航された。 

 船長は、本船がえい
．．

航された後、船外機を点検した際、転舵軸に塗

布されていた耐水グリスが少なく、同軸の固着が進んでいて、船外機

の向きが左右に動きにくくなっている状態を認めた。 

 船長は、平成１６年１０月ごろ本船を購入後、船外機の点検整備を

自身で行っていたが、転舵軸に耐水グリスを塗布したことがなく、最

近、舵輪を回すときに重いと感じていたので、舵輪を操作していたと

きに連結ボルトに過度な力が掛かり折損したのであろうと本インシデ

ント後に思った。 



 

本船の船外機は、取扱説明書によれば、１００時間運転ごと又は６

か月ごとに転舵軸に耐水グリスを塗布することとされていた。 

分析  本船は、船外機の転舵軸に耐水グリスが長年塗布されずに同軸の固

着が進んで船外機の向きが左右に動きにくくなっていた状況下、船長

が重く感じていた舵輪を操作し続けたことから、連結ボルトが折損し

て舵を操作できなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が航行中、船長が重く感じていた舵輪を操

作し続けたため、連結ボルトが折損して舵を操作できなくなったこと

により発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船外機を使用する船長は、取扱説明書に従い定期的に転舵軸に耐

水グリスを塗布すること。また、操舵に違和感が生じた場合に

は、船外機整備業者に点検を依頼することが望ましい。 

 


